
福祉制度について

令和7年1月25日

広島市障害者自立支援協議会

佐伯区地域部会 就労部会



•障害のある方ができるだけ自立した生活が送れるよう
に、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる
社会を実現していくために、障害者総合支援法でさま
ざまな支援が定められています。

•障害者総合支援法による総合的な支援は、「自立支援
給付」と「地域生活支援事業」で構成されています。

•本日のスライドは、18歳以降のサービスのうち、就労
や日中活動系のサービスを中心とした内容です。

障害がある方が使えるサービス



介護給付

• 重度訪問介護

• 短期入所

• 重度障害者等包括支援

訓練等給付

• 自立訓練（機能訓練・生活訓練）

• 就労継続支援（A型・B型）

• 就労移行支援 ・ 就労選択支援

• 自立生活援助

• 共同生活援助

• 就労定着支援

計画相談支援

• 地域移行支援 • 計画相談支援

自立支援医療

• 厚生医療

• 療養介護

• 生活介護

補装具費

自立支援給付

障
害
児
・
者

地域生活支援事業

• 相談支援

• 意思疎通支援

• 福祉ホーム

• 日常生活用具の給付

• 地域活動支援センター

• 理解促進研修・啓発

• 移動支援

• 成年後見制度利用支援

市町村

• 育成医療

• 地域定着支援

• 精神科通院医療

障害児相談支援

児童福祉法

障害児通所支援

• 児童発達支援 • 放課後等デイサービス

• 医療型児童発達支援

• 居宅訪問型児童発達支援

• 保育所等訪問支援

障害児入所支援• 広域支援 • 人材育成 等

支援

• 居宅介護

• 同行援護

• 行動援護

• 施設入所支援



就労移行／選択
就労継続支援A

型
就労継続支援B

型
生活介護

地域活動支援
センター

目的

一般就労に必要なス
キル習得／本人に
合った進路選択のサ
ポート

継続的な就労・生産
活動機会の提供

社会参加と就労に向
けた活動の提供

入浴、排せつ及び食
事等の介護や、日常
生活上の支援、生産
活動の機会等の提供

創作的活動、生産活
動、社会交流の機会
の提供

対象者
障害や難病があり、
就労を目指す人

障害があり、一定の
支援を受けながら就
労を続けたい人

障害があり、通常の
企業に雇用されるこ
とが難しい人

常時介護が必要な障
害のある人
原則区分3以上

地域にお住まいの障
害のある人

雇用契約 なし あり なし なし なし

賃金
（工賃）

原則なし
あり（最低賃金が保
障される）

あり（作業による対
価として工賃が支払
われる）

生産活動の収益があ
れば工賃が支払われ
る

生産活動のあるⅢ型
では収益があれば工
賃が支払われる

平均月収 なし
102,410円（R5年
度広島県実績）

24,489円（R5年度
広島県実績）

約3,000～4,000円
（工賃がある事業所
のみの全国平均）

3,532円（R2年全
国実績）

利用年齢
原則18歳～65歳未
満

原則18歳～65歳未
満

特に制限なし 原則18歳～

利用期間
原則2年間／原則
1ヶ月

個々の状況に応じて
継続的な利用が可能

個々の状況に応じて
継続的な利用が可能

個々の状況に応じて
継続的な利用が可能

個々の状況に応じて
継続的な利用が可能

それぞれのサービス早わかり一覧



サービスの種類
佐伯区内の事業所
（事業所数、略称）

障害支援
区分

サービス等
利用計画

生活介護

14ヶ所（ファニー、淳昭園、皆賀園、あいる、ひといき、
らいふあーと五日市、ふぃっと、さつきの家、マリオplus、
鈴が峰、エール、いしうちの郷、いしうちベーカリー、
carefree輝）

必要
※区分3以上

必要

就労継続支援A型
6ヶ所（ともに、ともに下河内、ともに石内、あいの里、
げんき五日市、self-A・広島海五日市）

不要 必要

就労継続支援B型

20ヶ所（皆賀園、こんぱす、むぎの家、いしうちの森、
いしうちベーカリー、エール、ワーキングパートナーズ、
カンタービレ、ウィークスリー、みんなで育てる有機野菜、
幸工房、にじげんふぁくとりー、self-A・広島海五日市、
self-A・広島海五日市B、コッコ、アールテックワークス、
あいの里、Project-R、ポップカルチャースタジオ未来図、
キャリカク五日市）

不要 必要

就労移行・定着・選択
3ヶ所（LITALICO五日市、みんなで育てる有機野菜、
皆賀園）

不要 必要

地域活動支援センター
3ヶ所（地域生活支援センターいつかいち、ほほえみ、
湯来障害者デイサービス、）

不要 不要

佐伯区内の就労・日中活動事業所



• 原則1ヶ月の利用期間の間に、アセスメントや会議開催を行い、本人
の希望や適性、能力に合った進路選択をサポートします。

就労選択支援について ①

就
労
選
択
支
援
の
申
請

・アセスメント
・多機関連携による
ケース会議

・アセスメント結果
の作成

・事業者などとの連
絡調整

・本人への情報提供

その他
自立訓練
生活介護

就労系
（A・B型、就労

移行）

・ハローワーク
・障害者就業・生活支援センター
（ナカポツ）
・障害者職業センター など

・地域活動支援センター
・職業訓練、教育機関
・医療機関（デイケア） など

希望に応じたサービス内容の変
更、ステップアップなど

企業等（一般就労・障害者雇
用）

〈職業訓練先の例〉
・障害者職業能力開発校
・職業能力開発大学校/短期大学
・職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター）

就
労
系
サ
ー
ビ
ス
の
新
規
利
用
・
更
新
・
変
更

就労選択支援の利用

障害福祉サービスの申請

その他の就労支援

その他の支援



• これから新たに就労継続支援B型の利用を希望される方で、就労経験がな
い方などは原則就労選択支援を利用する必要があります。

• 特別支援学校等の在学者も就労選択支援の利用が可能です。特別支援学校
高等部の各学年で実施でき、在学中に複数回実施することも可能です。

就労選択支援について ②

サービス類型 新たに利用したい 既に利用中で更新したい

就労B

現行の就労アセスメント対象者（下記以外の者） 令和7年10月から原則利用

希望に応じて利用
・50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
・就労経験のある者（年齢や体力の面で一般企業に雇用
されることが困難になった者）

希望に応じて利用

就労A 令和9年4月から原則利用

就労移行 希望に応じて利用 令和9年4月から原則利用
※標準利用期間を超えて更新希望する者



サービス利用までの流れ

●区障害福祉係に申請書を提出

◎主治医意見書＋認定調査

◎一次判定と二次判定（審査会）により障害支援区分が決定

※審査会は月1回程度しかないため、申請～認定までには約2～3ヶ月かかる

●支給を受けたいサービスについて、計画案（またはセルフプラン）を作成し、区障害福祉係へ提出

●受給者証の交付（計画相談が付いている場合は、サービス担当者会議の開催）

●事業所と契約し、サービス利用開始

訓練等給付の場合は、
障害支援区分の認定が
必ずしも必要ないため、
◎の項目が省略されます。

Poin
t！



•介護給付（生活介護など）の必要度、つまりサービスが必要か、
どれくらいの量のサービスが必要かなどを表します。

•区の認定調査や医師意見書などによる審査会での審査を踏まえ、
１～６までの区分が決定（数字が大きい方が支援の必要度が高
い）。

•訓練等給付（A型やB型など）の利用には区分は不要。

障害支援区分とは

障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて

必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの



相談支援専門員の計画案 本人、家族などが作るセルフプラン

Point
！

相談支援専門員とは、介護保険でいうケアマネジャーのような存在です。
広島市では相談支援専門員の数が不足しており、セルフプラン（相談支援専門員と契約せずに自身でプラン
を立てること）が多い状況があります。



所得区分 負担上限月額

生活保護世帯 0円

利用者および配偶者が市民税非課税 0円

利用者および配偶者が市民税課税
市民税所得割額16万円未満 9,300円

上記以外 37,200円

• サービス利用料の1割を利用者負担として支払い、残りの9割は市区町村が負

担します。

• 負担の上限額が設定されており、負担が重くなりすぎないようになっています。

• 所得を判断するときの世帯は、障害のある本人とその配偶者です。

• 一部のサービスには、食費や光熱費等の実費負担が生じることがあります。

サービスを利用したときの費用

※ 入所施設利用者（20歳以上）、グループホーム利用者は、市民税課税世帯の場合、37,200円の枠になります。



卒業後の進路
～特別支援高校に通っていたＡさんの場合～

高等部

•適性や本人と両親の希望も踏まえ、卒業後は就労継続支援B型を利用することになった。

•体験などを行い、卒業後に受け入れてくれる事業所も決まった。

卒業後

•B型作業所には週5日通い、清掃作業や内職作業に取り組んだ。

•事業所での人間関係も良好で、他利用者やスタッフからもかわいがられて本人も楽しく通えていた。

迷い

•数年通う中で本人の中でステップアップしたいという想いが芽生えてきた。

•事業所での面談時に想いを伝えると、A型や障害者雇用へのステップアップを応援してくれることになった。

意向

•本人の得意な清掃作業をメインにどんな働き方があるのかを事業所のスタッフと一緒に探していくことになった。

•障害者雇用の希望があったため、仕事探しの相談を障害者就業・生活支援センター（通称：ナカポツ）にすることになっ
た。

就労へ

•ナカポツがハローワークや企業との仲介をしてくれ、清掃の障害者雇用の仕事が決まった。

•就職後も不安なことや困ったことがあれば、ナカポツに相談し、必要に応じて企業ともやり取りしてもらっている。



卒業後の進路
～普通高校に通っていたＢさんの場合～

～高校

•人付き合いは苦手で一人で過ごすことが多かったが、勉強も人並みにできており、両親も本人も障害があるとは
思っていなかった。

卒業後

•高校卒業後、色々な仕事をするがなかなか続かず、職を転々としていた。

•職場での人間関係も上手くいかず、仕事も続かないことのストレスから体調面にも影響が出るようになった。

休職

•両親の勧めで精神科を受診。通院する中で初めて発達障害があることが分かった。

•障害者基幹相談支援センターへ相談し、今後の仕事について考えていくことになった。

訓練

•就労移行支援を利用し、障害特性について、コミュニケーションなどさまざまなプログラムを受講したり、ス
タッフとの面談を行う中で、少しずつやりたいことが形になってきたため、企業実習に挑戦することになった。

就労へ

•実習した企業の中で仕事内容や職場の雰囲気が自分に合っていると感じた1社の面接を受け、採用される。

•就労移行支援のアフターフォローを受けながら、しっかりと働くことができている。



おわりに 
•一昔前は、障害のある人が学校を卒業した後の進路、行き場が
なく、とても苦労した時代がありました。

•現在は、制度が充実し、福祉サービスも多様化しており、日中
活動の場もたくさん増え、行き場に困る時代から、どこに行く
か迷う時代に変わってきています。

•ご自身、子どもさんのニーズに応じて利用する事業所を選ぶこ
とができるようになりましたが、福祉サービスと一括りに言っ
てもさまざまな種類があるために、どこがいいのか選ぶのは容
易ではないと思います。

•まずは色々な人や相談先に相談して、情報を得ること、実際に
見て体験してみて、いいなと思う進路、行き場を見つけていた
だければと思います。
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